
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ３－３３００ 電気スタンド等 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ３－３３０ 全 電気スタンド等 

Ｄ３－３３１ 全 多用途型電気スタンド 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

時計付き電気スタンド 時計付き蛍光灯スタンド ラジオ受信機付き電気スタンド 

鉛筆削り器付き蛍光灯スタンド   

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

机上、床などに置いて使用する電燈照明台でＤ３－３３２０に該当しないもの。主に基台部、支柱等に時計、

ラジオ、鉛筆削り等の物品が付加された電気スタンド。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

照明付きスピーカーはＨ７－２３２２に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1161066号 装飾用照明器具 

 

1069221号 電気スタンド ３３００Ａへ 

     

ガラスシェード部の上の受け皿の凹部に好みに応じてエッセンシャルオイ

ルまたはフレグランスオイル等を数滴入れ、ランプの熱で該受け皿が温め

られることにより、香りを漂わせることが可能な電気スタンド 

1095396号  
屋内用照明器具  

 


